1回目　　1/14（金）14時希望
【令和8年度東京都消費生活調査員を募集中！！】
　買い物をしている時に、食品の表示内容が気になることがありませんか？チラシやインターネットで目に入ってくる広告の、書いてある内容に疑問を持ったことはありませんか？
　東京都では、食品や商品・サービスの表示に関する調査、生鮮食品等の計量調査をしていただく消費生活調査員を募集しています！
  調査員のみなさまからいただいた報告をもとに、都が事業者指導等を行います！あなたも消費生活調査員として活動してみませんか？
　応募要件は、消費生活に関心があり、都内に在住している令和8年４月１日現在１８歳以上（地方公務員を除く。）の方で、電子メールアドレスを保有し、PC・タブレット・スマートフォン等の電子機器からインターネットを利用した調査回答ができる方です。お勤めの方、学生の方も大歓迎です。
　調査前に、調査内容・方法などの説明資料もご用意いたしますので、初めての方もご安心ください。

応募の締切りは、令和8年2月16日（月曜日）。詳細はこちら↓
　応募の締切りは、2月20日（火曜日）。郵送の場合は消印有効、電子申請の場合は応募受付完了メールの到着をもって受付となります。詳細はこちら。
　https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/chousa/t_chosain/
皆様のご応募お待ちしております！
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2回目　2月４日（水）11時希望
【東京都消費生活調査員への応募は令和8年2月16日（月）までです！】消費生活調査員調査のうち、『表示・広告調査』は、インターネット広告や、日常生活で収集できる新聞折込チラシやポスティングチラシ、フリーペーパー、通販カタログなどの中から不当表示を探す調査です。景品表示法に基づいて「優良誤認」や「有利誤認」などの不当表示をチェックするというと、「ちょっと難しそう…」と思う方もいるかもしれませんが、調査に必要な知識について、資料をご用意しますので、初めての方でも安心して調査を行うことができます。
　興味のある方、ぜひ「東京くらしＷＥＢ」にアクセスしてください！

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyolg.jp/chousa/t_chosain/
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３回目　2/13（金）10時希望
【東京都消費生活調査募集の締切迫る！】東京都消費生活調査員の募集は令和8年2月16日（月曜日）が締切です。LoGoフォームでのお申込みとなります。

消費生活に関心があり、都内に在住している令和8年4月1日現在18歳以上（地方公務員を除く。）かつ、電子メールアドレスを保有し、PC・タブレット・スマートフォン等の電子機器からインターネットを利用した調査回答ができる方は、どなたでも応募できます。「調査ができるか不安…」「専門用語が難しそう…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、調査に必要な知識については資料をご用意しますので、初めての方でも安心して調査を行うことができます。

　興味のある方、ぜひ「東京くらしＷＥＢ」にアクセスしてください！

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/chousa/t_chosain/
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